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高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合

に
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
額

を
軽
減
す
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
有
効
期
限
は
７
月

末
で
す
。
ご
加
入
の
医
療
保
険
に

よ
っ
て
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
】

　

引
き
続
き
認
定
証
を
必
要
と
す
る

人
は
、
８
月
末
ま
で
に
、
更
新
申
請

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
に
は
、
個
別
に
手
続
き
の
案

内
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る

人
】

　

現
在
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
は
、
７
月
中
に
、
新
し
い
認

定
証
を
郵
送
し
ま
す
。

●
注
意
事
項　

所
得
未
申
告
世
帯
の

人
、
所
得
区
分
の
変
更
に
よ
り
交
付

対
象
外
と
な
る
人
を
除
き
ま
す
。

認
定
証
は
事
前
受
け
取
り
可
能
で
す

　

入
院
な
ど
、
高
額
な
医
療
費
が
か

か
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
場
合

は
、
事
前
に
申
請
し
て
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
等
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
所
得
に
応
じ
た
限
度
額

分
ま
で
の
支
払
い
で
済
み
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
を
前
年
中
（
令
和
４
年

中
）
の
所
得
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る

通
知
書
を
７
月
中
に
、
加
入
し
て
い

る
皆
さ
ん
に
お
送
り
し
ま
す
。
保
険

料
の
徴
収
方
法
・
開
始
時
期
は
、
こ

の
通
知
書
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
更
新
時
期
で
す

／  

病
気
や
け
が
、
出
産
・
死
亡
の
費
用
を
軽
減  

＼

国
民
健
康
保
険
　

国
民
健
康
保
険
　

後
期
高
齢
者
医
療

後
期
高
齢
者
医
療

問い合わせ
市民課   保険年金係

国民健康保険について　　☎ 23-3084、23-3087
後期高齢者医療について　☎ 23-3085、23-3120

新しい保険証をお送りします
国保に加入している人
　新しい保険証（ピンク色）は、７
月中に加入者全員分を一括して、世
帯主宛に特定記録郵便で郵送しま
す。
　国保から別の健康保険に加入した
人は、国保の保険証は使えません。
新しい保険証と国保の保険証をお持
ちの上、必ず国保の資格喪失の届け
出をしてください。
後期高齢者医療に加入している人
　75歳以上の人（65歳以上で広域

連合が障がい認定した人を含む）が
対象です。新しい保険証（オレンジ
色）は、７月中に、個人宛に特定記
録郵便で郵送します。

　令和５
年度から

、保

険・年金
のことは

市民

課の保険
年金係が

担当

しています
！

／ 

高
額
な
医
療
費
を
軽
減 
＼

認
定
証
の
更
新
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
額
を

通
知
し
ま
す

（上）島根県国民健康保
険証被保険者証兼高齢
受給者証、（右）後期高
齢者医療被保険者証
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福
祉
医
療
証
の
資
格
更
新
日
は
、

毎
年
10
月
１
日
で
す
。
福
祉
医
療
証

を
お
持
ち
の
人
に
は
、
７
月
中
に
、

更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
提
出

い
た
だ
い
た
申
請
書
（
必
要
書
類
な

ど
を
添
付
し
た
も
の
）
に
基
づ
い
て

資
格
を
判
定
し
、
該
当
の
人
に
医
療

証
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
前
回
の
所
得
判
定
で
非
該

当
と
な
っ
た
人
で
も
、
所
得
の
変
化

に
よ
っ
て
、
令
和
５
年
度
は
該
当
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
福
祉
医
療
制
度
は
、
申
請

月
か
ら
の
適
用
と
な
り
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
の
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
早

め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
対
象
者
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
人

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▽
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

　

申
請
書
、
健
康
保
険
証
、
印
か
ん
、

お
持
ち
の
手
帳
（
身
体
障
害
者
手

帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
）
※
20
歳
以
上
の
人
は
、

そ
の
ほ
か
、
令
和
４
年
中
の
障
害
年

金
・
恩
給
等
の
非
課
税
年
金
受
給
額

の
わ
か
る
も
の

▽
ひ
と
り
親
家
庭
の
人

　

申
請
書
、
健
康
保
険
証
、
印
か
ん
、

来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類

●
申
請
締
切　

８
月
31
日
（
木
）

●
受
付
場
所　

市
民
課
保
険
年
金
係

（
安
来
庁
舎
１
階
）・
広
瀬
地
域
セ
ン

タ
ー
・
伯
太
地
域
セ
ン
タ
ー

●
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
保
険
年
金
係
（
福
祉
医
療

担
当
）　

☎
23-

３
０
８
６

※
所
得
や
住
民
税
課
税
状
況
は
、
世

帯
員
全
員
を
確
認
し
ま
す
。
そ
の
た

め
、
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
安

来
市
に
住
所
が
な
か
っ
た
人
は
、
前

住
所
地
の
「
住
民
税
課
税
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。
所
得
税
非
課
税
証
明

書
は
、
確
定
申
告
の
写
し
等
で
も
構

い
ま
せ
ん
。

※
所
得
制
限
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

医療機関でかかった医療費の状況をお知らせしています
　医療保険制度では、ご家庭の医療費の状況
をお伝えするため、定期的に「医療費通知」
をお送りしています。どの医療機関にどのく
らい医療費がかかっているかなど、ご確認く
ださい。
　また、この医療費通知は、確定申告（住民

税申告）の医療費控除を申告するときに利用
できます。申告書に医療費通知を添付するこ
とで、控除に必要な「医療費控除の明細書」
の記入を簡略化することができます。申告時
まで大切に保管してください。
　発送時期は医療制度ごとに異なります。

後期高齢者医療制度の医療費通知は
年１回お届けします

国民健康保険の医療費通知は
年４回に分けてお届けします

受診月 発送月

令和４年11月～　
　　令和５年10月

 令和６年１月中旬予定

※確定申告をするときに、令和５年11月・12月
の受診分は、医療機関が発行する領収書に基づい
て「医療費控除の明細書」を作成してください。

問い合わせ　市民課保険年金係　☎ 23-3085

受診月 発送月

令和５年１月～３月 令和５年７月予定

令和５年４月～６月 令和５年10月予定

令和５年７月～９月 令和５年12月予定

令和５年10月～12月 令和６年２月予定

問い合わせ　市民課保険年金係　☎ 23-3084

福
祉
医
療
費

助
成
制
度
　 福

祉
医
療
証
は
毎
年

資
格
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す

福
祉
医
療
証
の
更
新
手
続
き

は
お
済
み
で
す
か


